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資 本会計論の一批判 (2) 

←ー丹波教授の著書「資本会計」についての疑義・異論一一

阿部利良

百

前稿(本稿 C1]壱さす)の末尾で述ベたような趣旨のもとに，丹波教授が資

本と利益のいわゆる限界項目の個々のものに関して考察しているところについ

てみた場合， まずとくに問題となるのは， 教授によって資本剰余金(すなわち

資本)とされているものの当否である。 とのことについてみるならば，教授に

よヮて資本あるいは利益とされているものの正否・妥当性のいかんがそれぞれ

より具体的に明らかにされるからである o またこの場合，前述したところによ

れば，なかんづくとりあげられるベき問題としてみる必要のあるのは，教授が

財務会計の「究極の報告客体』を株主とすることによって会計上にし、う資木と

は株主持分を意味するものとすることから，さらに資本取引なるものをもって

「株主持分そのものの側に直接変化を生ずる取引」トし5にそしてこのことから

主た(少なくとも原則的には〕この種の取引によるものは一様に資本としてレる

ことである。また上の引用lこし、われている「株主持分そのもの」というのは，教

授のいう「拠出資本〔すなわち資本金，広義の払込剰余金ならびに贈与荊余金〕および

資本修正」を含むも 3うであるが(前述参照)句，これらのうちまず検討を要するも

のとしてあげられるべきものは，いうまでもなく前者の拠出資本(ごれに含まれ

5) 上においても問題とされている持分あるいは〔これと同義の)持分権なるものの会計時主主にお
ける理解の仕方については 教授の場合をも含めて明らかに問題のあるところであることきはさ
にふれたところであるが，この持分あるいは持分権左いうのは』本来から島、えば，会社財産にた
いして出費者・債権者の有する実質的所有権(この意味については，前掲拙稿，資本と来IJ益の区
別の基準(2)(3)，参照)， ことにその割合ないし割合的範囲を J 土の会社財産に対応する自己資本，
他人資本(負冒)につも、てとらえたもりとみるべきものと考えられるので，以下，これらの用語
についてはj こりような理解の仕方による。

6) ただし，前楠6頁 (21行目)の株式発行差金の前に，資本金のほか!と旬、う 6宇を楕う。
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る一連のもの)である。ととにこれらの拠出資本については，教授の場合にも(通

説的な見解による他の論者たちにおけると同じように)りその増加はもちろん，その

減少に伴うもの(減資差益，その他 後述参照)もあたかも当然のごと〈にすべ

て資本とされているが，この後者のごときものまでこのようにすべて資本とみ

ることは明らかに問題のあるところであり，また前者に属するものとされてい

るものないしとのようにみられるもののうちでも，贈与剰余金のごときもの

(なおこれはいまここでは私のいう後述の没収剰余金ないし無償取得剰余金のごときも

のをも含むものとする)については， やはり同様のことがいわれる。それゆえ，

これら一連のものについてはとくにたち入ってみられなければならなし九

とこうでまた，やはり前述したと ιろによれば，教授は(且説のもとに〕資本

剰余金としてし、るもの壱さらに大別して. (a)払込剰余金(広義の). (防贈与剰余

金(~贈与資本剰余金). (0)評価替剰余金(ー評価替資本刺余金)のご種としてい

るが，とのうち，教授の説明によれば. (a)の払込剰余金というのは「株主より

の・・・払込に茎づ〈ものでありJ(これはまた教授の場合には資木金と合Lて払込資

木とされている引). (ωωの「贈与剰余金 は株主以外の者カか、らの贈与J(博

である。(まrこのこトからみる上うに，教授の場合には，この贈与剰余令とされてい

るのは株主以外の者からの贈与だけであれ それゆえ たとえ贈与であっても， 教授

のいう株主からのものは贈与剰与金には含まれない。 これは教授によれば，贈与剰余金

ではなく. (叫の払込剰余金に属するものとされているものである。 なおこの点につい

ては，くわしくは後述参照。)これにたいし. (0)の評価替剰余金は「資本修正」と

してとらえられているものである o そして教授は，前記の払込資本の主要部分

をなす資本金ならびに上の各々のものについてそれぞれさきに(前稿で)みた

ところに加えさらにより詳細な考察を行なってγるので，私もこのような教授

の問題のとり扱い方に準じ，以下，これら一連のものについてなされている教

7) 以下，通説的ないし通説あるいは同じような主旨のもとに-Jl量的，通常事といっているのは，
主として，いわゆる資本会計なるものが会計学上の主要なー問題としてとり扱われているアメリ
カj わが国などの会計学を念頭においていっているものである。(ただし後述申「評価替剰余金」
の項におけるものは，このような限定からは解放されれ、る。〕
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授の所論中，当の資本と利益の区別という点からみてとくに問題と思われるお

そして tれらの点についてそれぞれさらに検討を試もな芳干の点をトりあげ，

みることによれ私見をより明らかにしてみたいと思う。

教授のいう払込資本なまずとりあげられるべきものとして問題となるのは，

つぎのようそれについて教授はあらかじめ総括的に説明し，るものであるが，

前述のように資本(ちなみに，教授のいうこの払込資本というのは，に述ベている。

金ならびに払込剰余金[広義の〕を古むものである。〕

「払込資本 (pald-incapital)は，企業会計上いわゆる狭義の資本〔前述参照〕のう

ちの基幹的部分であれこれなくしては株式会社企業はもともと成立しえない資本部分

である。

〔そしてそれはJ.広く現在および過去の株主によって企業に払込まれた資本を意

障する。ここで過去の株主によって払込まれた資本というのは，具体的には，減資・株

式償還・自己株主取得によって，引退した株主に払戻されずに，なお会社に主主留する資

本部分をいうのである。それは理論上の意味におけ芯減資差益ー株式償還益・自己株式

取得益kほかならなしL これら壱と〈に減資剰余金・株式償還剰余金導とよぶ場合もあ

またそうよぶことは差支えないが，これは発生原因に即した把え方であり，本質的り，

(76-77頁)には払込剰余金(払込資本)たる性質壱もつものである。」

まずとくに問題とすべきものとこのような教授の見解について，ところで，
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あえて教授の場合のみでなく，

がとり扱われる場合)すでに通説においてそうであるが，

(引退した株主)によって払込まれたものの残留部分まですべて資本(払込資本)

してあげられるのは，

ここで

まずその主要な部

との点、は行論の都合上のちにゆづり，

は前述のごとき教授のいう払込剰余金に関する問題として，

分をなす資本金ならびに通常(ことに株式の払込にさいして)問題となる額面超

過金，無額面株の払込剰余金などの資本剰余金についての教授の見解をとりあ

しかし，としていることである。

(なお.以下そして前者の資本金に関するものからみていきたいと思う o"j' . 
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教授の所論についてみる場合に単に払込剰余金というのは， 以上において問題としてき

た教授のいう広義の払込剰余金をさしていうものとする。)

(1) 資本金

この資本金に関しては，やはり通説においてもそうであるが，教授の場合に

も別になんらたち入ってみられることなくしてただ自明のように資本とされて

おり(第 2編第 1章第 1節参照)，すなわちこの場合まず問題となるその資本性壱

問うことなどは全く賛言のようにさえ思われているようである。しかし，とと

に教授の場合についてし、えば，みずから会計理論上は資本金は払込剰余金とと

もに「払込資本として一様に抜わるべきものであるJ(1口4-105頁〕とし，そし

て払込剰余金の資本性につい仁はそれぞれ種々の論議を費やしていながら，資

本金のそれに'川、ては全くかえりみることなしむしろ不問k付したままにし

ていることはけっして正しいとは」、えないであろう。もッとも教授は，払込資

本のうちでもことに資本金は「株主持分そのものの側に直接変化を生ずる取

ヲIJ (前述参照〕に属するものであることが一見して明瞭なのであるからそれ

が資本たることはいちいち説明するまでもなくむしろ当然のことのようにさえ

みているのかも知れないが，しかし，教授のいう上にいうような取引に属する

ものであるからといって，一様にすべて資本とみなしうるものでないことは以

下にみるとおりである。しかしかりにいまこのことはしばらくおくとしても，

資本金の場合、であれ，これを資本とするがぎり，その根拠については当然さら

に説明されなければならないはずであるが" 教授の場合にもとのことがなん

ちなされていないことは，やはりまず問題のあるとしてみな付ればならないで

あろう。しかもこのことは，けっして軽々に見逃しえないこととさえいわなけ

ればならない。

(2) 額面株・無額面株の払込剰余金

教授は，ナ以6剰余金はこれ壱「資本増加に伴う払込剰余金」と I~資本減少に

伴う払込剰余金Jに分けて論じておりは出頁以下)， また己れはとるへき方法と

8) このことにかかわる私見については，前掲拙稿 資本と利益の区別の基準(2)(3)，毒照。
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考えられるので，ここぞもこれらの剰余金については，このような教授の分類

にしたがい， そしてまず前者(すなわち「資本増加に伴う払込剰余金J)に関する

問題からとり扱っていιうと思う。ただこの前者には，教授の場合さきにふれ

た額面超過金，無額面株の払込剰余金，合併差益のほか， 株式発行割引金(消

極的払込剰余金)， 失権剰余金なEのその他の払込剰余金があげられているが，

ここでは，これらのうち，t[込剰余金の代表的なものとされている前二者なら

びにとくに問題正思われる最後のその他の払込剰余金(ことにこの最後のもの)

についてのみみておきたいと思う')

左とろで，これらのうち，教授はまず額面超過金についてその資本(こ

正に資本剰余金としての払込剰余金)たることを説明するのに， 1会社が増資に際

し額面株を公募発行するときには，新株主は，従来の株主と同ーの権利を享受

するため，プレミアムを支払うのは当然である。しかし，プレミアムは，従来

の株主のもつ過去の蓄積資本(留保利益)に新株主が均請するための代償であ

るゆえをもって，利益剰余金として計理してはならない。留保利益は損益取引

の結果に基づくものである。〔これにたいし〕新株主によって払込まれた資本は，

典型的な資本取引」によるものであれまたそのゆえに，彼らによって「払込

まれた金額のうち額面金額以上のものは，額面超過金または株式発行差金とし

て典型的な払込剰余金を構成する。J(1田 1師買)というように述べているが，し

かしこれで額由超過金の資本たることがそもそも、説明されているのかといえば，

遺憾ながらとうてし、このようにはし、えないであろう。しかもこのと ιは，多少

注意してみるならばおそらく容易に知られるように，じつは上のごとき教授の

説明そのものが現に示しているところであるとさえいってよい。

ことに，さらに個々の点についてみても，まず前記の引用のはじめのほうに

いわれている「従来の株主と同ーの権利Jというのはそもそも L、かなる権利を

志味するものであるのか。なんら説明されていないので，いっこう明らかでな

9) なお合併差益についての教授の見解にたいする批判をも含む私見については!拙稿j 合併の本
質と合併差益の性格 「企葬会計l昭和37年2月j 毒照ロ
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い。しかもこのような意味不明のままにおかれている乙とを前提して，新株主

が「プレミ 7みを支払うのは当然である」とさえされているのである。もっと

も，この「従来の株主と同ーの権利Jというのは，すぐつづいて問題とされて

いる「従来の株主のもつ過去の蓄積資本(留保利益)に新株主が均需するため

の」ものとも解され，またこのように解レて誤りないとすれば，己の聞にみら

れる教授の見解はし、わゆる持分均衡説なるもの壱意味するもの左いってよいが，

かかるこの持分均衡説なるものの成立しがたいものであることは， すでに批

判者たちにより論証されてし、るところである。(し、まこの点に関する単に一点だけ

をあげてみても，前述のような教授の説明では，会社創設の場合の額面超過金については

なんら問題とさえしえないことにならざるをえないが，これは，上のごとき教授の説明

の仕方の不備ー欠陥壱いわば端的に示しているものにほかならないとさえいってよいだ

ろう。)叫しかしそれにしても，なぜこのようなすでにI北半司ずみとさえいってよ

いものがし、かにももっともらしく説かれているのであろうか。私には理解しが

たレこととさえいわなければならない。

2 他方さらに教授は，無額面株の払込剰余金についてもi 上に額面超過金

について述ベたことと「全十・ 同様のことがし、える。それは払込資本の一部

でありやはり〕まさに典型的な払込剰余金である。J. (107頁j 怯点引用者)とい

い， すなわちこのようにそれが資本(払込資本〕たることを説いているのであ

るが，との場合のこのよ弓な教授の説明も，むしろ明らかに異論壱もたざるを

えないものとしてみなければならないであろうのかりに教授が額面超過金につ

いて述べている前記引用におけるようなことを一応そのまま認めたとしても，

無額面株の払込剰余金の場合には，教授のいうような「 ・新株主は，従来の

株主と同ーの権利を享受するため，・ 」とか， I‘・従来の株主のもつ過去

の蓄積資本(留保利益}に新株主が均箔するための代償であるゆえをもって，

うんねん」というようなことはもともと問題となちえないことである。しかも

このことは，この無額面株の払込剰余金なるものがし、かにして設けられ計上さ

10) 拙稿J 持分均衡説批判， r税経過信J昭和42年 9月a 幸照。
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れるのかという，この聞の経緯についてみるならば容易に知られるはずである o

いずれにしても，それは教授のいうごとく額面超過金とけっして同一に論じう

るものではなしその性格については，むしろ別になおたち入ってみられなけ

すしli1，よらなし、。 、、

3 額面超過金にせよ，無額面株の払込剰余金にせよ，いずれも株主の払込

んだものでいわゆる株主持分でめり，また払込剰余金(したがって資本)を意味

するものであることは事実であるにしても，しかしこれらのものがどのよ弓に

して生じ，またそれがなぜこのように払込剰余金(すなわち資本) ""意味するも

のとしてとちえられなければならないのかという点については，教授の説明は

上にみるようにけっしていろに足るものとはみられない。むしろそれは，説明

らしい説明にはなっていないとさえいわなければならないであろう。ことに上

にみるような教授の説明においては，主張の根拠は明確でなく，あるいは少なく

とも首肯するに値するほどのそれは，むしろ欠如しているとさえみられなレで

はない。しかしそれとも， このようにいうことはかえって不当としてしりぞけ

られなければならないのであろうか。私にはやは tそのようには考えられない。

(少なくとも株主の払込んだものであれば，このことを論拠としてその資本性を主張しう

るというなら， それには他の論拠は不用ということにさえなるであろうが， このような

考え方がけっしてそのまま成立しうるものでないことは， 以上に述べた ιことのほか，以

「にみるところがさらにより具体的に示しているところである。)

(3) 没収剰余金

1 教授が「資本増加に伴う払込剰余金」としているもののうち，私として

とりわけ疑義・異論をもたぎるをえないことから， ここでさらにと〈にたち入

フてみておく必要のあるのは，教授が「失権剰余金等その他の払込書事]余令 lと

してとり扱りているものである。これ ιの例として教授によって問題とされて

いるのは主としてアメりカの場合のものであれまたそれには，株式発行のさ

いまず一部を払込み，次後の払込をしないために，この一部の既払込み分が没

収されることによるもの，会社の役員および従業員に当該会社の株式に応募す
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る選択権が与えられている場合に，契約により俸給の一部をもって株式を引受

けながら，のちにこの選択権を行使しないために，やはり上の株式引受による

既払込み分が没収されることによるもの，割引発行された株式にたいし，いわ

ゆる追出資を請求されたにもかかわらず，乙れを怠ったためにやはり当該株式

を没収されることによるもの，などがあげられているが (135-140頁)， 教授はさ

らにこれらのものの会計学上の性格を要約し，そしてそれについてつぎのよう

に説明している。これら一連のものは， r過去の株主の主{，Q，資本のうち没収さ

れて企業に残留するもの，あるいは株?が当然受取りうべき権利壱拙棄したこ

とにより生ずるもの，ないしは株主たらんとして一部払込をなしたが結局株主

になりえずして没収されたもの等の差はあるにせよ，おしなべて広く株式発行

に伴う資本増加に関連して生じた資本金以外の払込資本たる性質をもつもので

あって，払込剰余金にほかなら自ものである。J(140-141頁，傍点引用者)

すなわち，教授は上述の一連のものは，このような説明のもとにいわば至極

当然のごとくやはり払込剰余金(すなわち資本)としているのであるが，しかし

これら一連のものが有するその内実についてみるとき，事実はけっしてこのよ

うな教授の考え方を許すほど単純なものではないはずである。品なくとも問題

はさらによりたち入ってみられなければならない。

2 まず，上述の一連のものは，上の教授の説明にみるように，要するに株

主〈ただし株式の一部払込のみが行なわれている場合には， このことに関連して問題と

なると ιろの，株主たろうとしている者をも含む。以下いずれも同様である〕が彼らに

与えられている権利を放棄することにより.すでに払込んでいるものを会社に

没収されることによコて生ずるものである町。 したがッて，それはいずれも，

さらに言葉をかえていえば，会社によって無償で取得されたもの巳ほかならな

い。またとの上うな意味において，とうしたいま上にいうようなも智許とれ

巷さらに剰余命の語壱もっていえば，無償取得剰余金ことに没収剰余金と土ぶ

11) このこ正に闇草して問題》なる上にいう株主ぷ， j皮ムの払込λだものを会社に没阻される時点
においてはもはや本来の意味の株主ではなく 過去の株主E 非株主(株主以外の者)とみるべき
岩となっているこ去については後述審問。
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ベきものといラことができるであろう。さらにそれはいずれも上にいうような

その性質からみれば，株主にとっては不本意に生じたものであるとはし、え， じ

つは実質的には一種の贈与=贈与剰余金とみるべきものである。しかもまたこ

のようにみられることからすれば，かかる一種の贈与=贈与剰余金としての上

にみるような没収剰余金については，のちにみる贈与剰余金の場合におけると

同様のことが問題となるはずであり，それゆえ，それを〔あたかも当然のご左()

払込剰余金〈すなわち資本)とみる考え方は，むしろ明らかに問題のあるところ

としてさえみられなければならないであろう。ことに前述のような没収剰余金

がかりに株主に分配されたとするなら，教授によれば，それは資本の分配とみ

られることになるであろうが，この場合における分配されたものについての上

のような見方はけっして承認されるものではなしむしろそれは事実を無視し，

事理に反するがゆえに，かえって破綻せざるをえないものであることは，のち

にみるところによって知られるとおりである。またこのことは，前述のような

没収剰余金を資本(払込剰余金〕とみることの誤りであることを示すものにほ

かならないといってよい。

3 さらに教授の場合，前述のごとき没収剰余金の一部をなすものとして教

授自身あげている，上にふれた株式発行のさいに一部払込んだものを次後の払

込壱行なわなかったために没収されたものについてつぎのように述ベているこ

とも，教授の見解をあえてとりえないものせざるをえない一例証としてあげる

ことができるであろう。これは，教授がιの種の剰余金は「これを会社の利益

と考える見解(とくに税務行政の側面において)もないではないが， この段階(す

なわち株式払込の段階一-91用者注)において会社は資本調達の過程にあるもので

あり，とくに新会社の場合には利益を生み出すベ〈受取った資産の利用の機会

はいまだ存しない場合が多いから，それを利益と考えるパきでないことは明ら

かである。J (1括 1括頁)とし， すなわちこのようにその利益性を否定し資本性

壱主張すると王寺主旨としているものであるが，じつは私には，このような教

授の見解はこれまたとうていとるに足る根拠のあるものとは考えられない。も
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ともと「資本調達の過程」であっても， 利益をうることもできれば， また損

失を免れないことも当然ありうる。ことに前者の場合についていえは，調達し

た資本を預金として利子(利子収益)をうるごとき己とは何人にも容易に考え

られるところである。しかもこれは一種の「資産の利用」を意味するものにほ

かならないといヮてよい。いずれにしても，教授のいう「資本調達の過程」で

あるからといって，利益をうる機会がないとみることは，むしろ明らかに事実

に反するものとさえみなければならないであろう。それゆえまた，とのような

事実に反することを前提して，教授のいう上の引用にみるようなこと壱主張し

ても，すでに当初から問題とさえなりえないものとみなければならないであろ

う。(なお，この点については，後述Vの(1)の1をもあわせてみられたい。〉

4 いま上に述べたことともに，前述のごとき教授の見解についてここでな

おとくにふれておく必要があるのは，教授が前述のように「資本の調達」とい

っている場合の資本とはそもそもどのようなものとしてみられているのかとい

うことである。(教授の場合，肝腎のこの資本の概;告はけっして明確ではなしむしろ

教授のいうそれにはなお種々の検討壱要する問題が存在することはさきに指摘したとこ

ろである。)もっとも，株主が会社に払込んだものは，このことからみるかぎり

ではたしかに資本である。しかし，このことから，このように株主が払込んだ

ものであるが，これ壱会社が没収するに至ったものまで，ただちに資本といい

うるのであるか。またし川、うるとするなら，なぜであるのか。(ちなみにいまここ

でいっているこの資本というのも，貸借対闘表によってみた場合についてし、えば， もち

ろん貸方じお吋るもので， 吋っして借方におけるものとしての資産けなわち， その基

本的な性格からいえば経済学ょにいう資本〕を意味するものでないことは， とれご注意

されるべき点としなければならない。〕ところで， いま上に問題としたような場合

にみられるのは， じつは他人のもの(ことに当の株主の場合でいえば，すでに株主

でありあるいは株主たろう止しながら，株キたるこ tをやめ， あるいは株主fわえずし

て非株主=株主以外の者となった者のもの)を会社が没収したということである。

少なくとも事態はこれと異なるものではない。そしてとのような事実こそ，こ
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こでは当然さらに考えられなければならないはずであるが，教授の場合，このこ

とはやはりなんらなされ Cいない。 むしろ意識の圏外におかれてし、るとさえい

って誤りでなし、。 しかしこれでは，問題はやはり残吉れたままであるといわな

ければならないであろう。 (教授が， 「資本調達の過程」のもとに株主の払込んだも

のであれば，会社が没収したものであれこれを利益でなrとしているのも， じつはずr

前に述べたような考え方によるものであり， しかもとれ以上k出るものではない。)

5 ところで， 以上にみるところからすれば，教授が前述めごとき各種の没l

収剰余金壱目して，叙トのようにそれは「おしなベて広く株式発行に伴う資本

増加に関連して(1)生じた資本金以外の払込資本たる性質をもつものであっ

て，す心主剰余金にほかならぬものである j としていることは， けっして首肯し

うるような根拠のあるものではなく， むしろ，多分に問題のあるものであるこ

とが知られるはずである。 もともと上のごとき没収剰余金が F株式発行に伴う

資本増加に関連して(1)生じた」ものであることは事実であるにせよ， しか

しそれが「株式発行に伴う資本増加〔そのものJJ 得点引用者)を意味し， それゆ

えまた当然資本としてとらえうるものであるか否かはじつはさらに吟味を要す

る別個の問題であるはずであれすなわち，正しくはとのようにこそみられなけ

ればならない(またこのことに関連することとして， ここでなおふれておくことを要

するのは， 上の引用にみられる「関連して」ということであり， 教授はこれ壱単にこの

ようにいっているにすぎないが， この 「関連して」 というのは， そもそもどのような

このことがさらに検討され明確にされるならば，教授

の場合にも，単に上の引用にみるようにはし、えなくなるだろうと思う。)しかるに，

ことをさしてし、るのであるのか。

」

のような点についても，やはりなんらたち入ヮてはみられていなし九

・.
そして，

前述のごとき没収されたものもそうでないものも一一前者についてはこれを資

木金以外の払込資木(払込剰余金)と Lてし、るとはし、えーーやはり一様k資本と

じているのである。 しかしこのような問題の仕方では，本来からいえば当然た

ち入ってみるべきことがやはりそのままにおかれ， ひいて問題を解明するゆえ

んをなすものでないことは以上の叙述が示しているところであるといってよ
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い。むしろ，このようにみることをもって，至当とさえしなければならないで

あろうロ

V 

教授が払込剰余金のいま一つの部類と Lている「資本減少に伴う払込剰余

金」としてあげているのは減資差益，株式償還益，自己株式取F益，自己株式

贈与主主等であり，主たこれらのものは通説的にも一般には払込剰余金(ないし

少なくとも資本剰余金)とされているものであるが， しかし私はこれらー連のも

のについても，これをすべてこのようにみるのは誤りであって，減資差益の一

部のものを除き，その他のものはいずれも利益(利益剰余金}とみるべきものと

してきた12)D ただこれら一連のものはもちろんすべて一様に論じうるものでは

なしそれぞれさらに区別してみる必要がある。しかし，これらのうち，自己

株式取得益，自己株式贈与益については，この各々のもの壱生ぜしめる取引を

教授は資本取引とみているのにたいし，私は自己株式なるものは一種の財産，

したがってそれによる取引差額はこれを損益取引によるものとする見解をとっ

ており，それゆえこの点において教授とは根本的に立場を異にしているので，

ここではこのことを指摘するにとどめておきたい(ただし自己株式贈与益について

はなお後連参照)。 しかし減資差益，株式償還益については，それぞれなお多少

ともたち入ってみておかなければならない。 さらにこれら一連のもの(ただし

自己株式贈与益を除く)を通じ， 私にとってとくに問題となるのは，さきにふれ

たように教授がこれらのものはすべて「過去の株主によって払込まれた資本」

土している点にあるので，以下においては，この点に一つの重要な論点、を求め，

あわせてとくに検討を試みてみたいと思う。

(1) 減資差益

1 減資差益の性格〔とくにその資本性・利益性のいかん)は減資の方法・条件

などによって異なれそして現に減資差益として生ずるもののなかには，明ら

12) 前掲拙稿，資本と刺益の区別の基準何).参照。
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かに資本剰余金としてとらえられるものも存在する。たとえば，全株主を対象

とし，いわゆる無償減資のもとに株式数を一律に減少せしめることによって生

ずる場合のもの(ただしこの方法のもとに欠損の補填が行なわれる場合kは，厳密に

いえばこの欠損補填後に残る残額)のごときこの種のものに属する。すなわち，上

のような場合の減資差益は，単に資本金の一部が払込剰余金(資本剰余金)に転

化せしめられるにとどまるものであり， しかもそれによって別に損益上の問題

など生ぜしめられることはないので，その資本性はむしろ明白であるとさえい

ってよし、。しかし，ひとし〈減資差益であっても，一部の株主を対象として行

なわれるいわゆる有償減資(株式の買入償却)による場合のもの(ちなみに，くわ

しくはのちにみるように， この場合における上の一部の株主というのは， 十わゆる過去

の株主すなわち引退株主=非株主となった者で， それゆえ株主という点からいえばじつ

は株主ではなし また上にいうような一部の株主による減資差益は，かかる引退株主

非株主が会社に残存せしめたものであって， 会社からみればやはり無償で取得したもの一

〔それゆえまた実質的には一種の贈与=贈与剰余金〕とみるべきものであり， しかもそ

れは， とれらの引退株主=非株キの持分ぞあったものが，他の株主の持分に転化せしめ

られるものである町は， けっして単純に資本剰余金としてとらえうるものでは

ない。それはむしろ，上の説明にみるようなその性格からいって，利益(利益

剰余金)を意味するものとしてみるべきものである。 しかるに教授は， このよ

うな減資差益についても，それは「営業取引における会社資産の利用に基づい

て生じたものではないから，利益でないことは明らかである J(143頁酔点引用者〉

とし，すなわち，このような理由のもとに，その利益でないことを主張してい

るのである。

しかし，なるほどおよそ減資差益なるものは，どのような方法・条件のもと

に生ぜしめられたものであろうと，いずれもすべて「営業取引における会社資

産の利用」によるものではない。しかし，とのような「 会社資産の利用」に

よるものでないからといって，すべて利益を意味するものでないなどというこ

13) ただし J この最誰の点については，なおよ後述の注記14審照n
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とはけっしていいうることではない。しかもとのことは教授自身も認めている

ところで，たとえば，すでにふれたように贈与剰余金のごときものでも，その一

部は教授みずからこれを利益としているごとき，その一例証をなすものである。

(つぎにみる社債償還益壱教授自身やはり利益としていることも， 同じ他の例証をなす

ものとしてあげられるであ弓う。)それゆえまた， 教授が f. 会社資産の利用に

基づいて生じたものでない」ことを理由として，減資差益の利益性を一様にす

ベて否定していることはみずから重大な矛盾を犯していることを示すもので，

教授自身，当然さらにかえりみ，問題とすべきことであるとさえいわなければ

ない Cあろう。

2 もっとも，教授は減資差益について， jmにまたそれは|有償減資・無償

減資のいずれの場合にせよ， ω かつての払込資本が資本の減少に際して株主

に払戻されずに企業に残留する部分骨意味するのであり，もともと株主の払込

資本に基づくものとして，本質上広い意味での払込剰余金に属するものと考え

るととができる。J(描頁j 皆点引用者)とし，すなわちこのようにそれが資本とし

てとらえられうるものであるととを説明しているが，しかしこのような説明も，

けっして首肯するに足るものとは考えられない。なるほど，説明という点から

いえば，それはこのようにたしかになされている。しかし問題は，このような

説明のうちにみられる教授の考え方であれあるし、はし、わばその論理である。

ととに上に教授の述べているような「ー ，株主に払戻されずに企業に残留する

部分」は「もともと株主の払込資本に基づくもの」であるにしても(ちなみに，

少なくともその一部をなす， 前述の一部の株主を対象として行なわれるいわゆる有償減

資による場合のものは，上にみたように会社が無償で取得したものであり， しかもこの

ような点とそその特質としてみられるところである)，それではなぜこうしたもの治£

それほど当然のごとく資本と「考えることができる jのであるか。この点につ

いての説明は，みられるごとくやはりなんらなされてはいない。しかしこれで

は，この場合にも，教授の主張にそのまま耳壱傾けているととはとうていでき

ないはずであり，むしろ，そうすることは，かえって怠慢のそしりをさえ免れ



資本会計論のー批判 (2)

ないことにもならざるをえないであろう。

(2) 株式償還益

(513) 15 

1 教授の場合，株式償還益が利益ではなく資本(払込剰余金)とされている

ことについても，私としてはやはりその当否に関して問わざるをえない。また

この点は，とくに社債償還益と対比してみるとき問題とせざる壱えないところ

である。じつは上の株式償還益に関しては，教授自身， rわれわれは， 社

債の償還と実質上きわめて類似するものとして，償還優先株の償還を直ちに思

い浮べることができる。J(17頁)とし，そしてこの両者の場合壱比較対照しなが

ら検討したのち(またこの場合このことは，ベイント， リトルトンの所説の時味を通

じてなされている)， いわばその結論と Lて， 前者の社債による償還益すなわち

社債償還益は利益としているのにたいし，後者の優先株の償還によるいわゆる

株式償還益はこれを資本としてとらえているのであるが (17-24頁)，上の両者に

関して教授がこのように相異なる見解をとるに至っているのは，じつはさきに

みた上うな，財務会計の「究極の報告客体」は間資者こ Pに株主であるとし，

そしてこのことからまた， 企業会計上にいう資本とは要するに株主持分(自己

資本)に限定されるものとしていることによるものであるといってよい。

2 ととろで，いまこのような教授の見解につlρてみるとき，まず上の叙述

の後段にみるような財務会計の報告客体ならびに企業会計上にいう資本につい

ての教授の考え方がけっして教授のいうようなものとしてとりうるものでない

ことは，さきに問題としたところでみたとおりである。それゆえ，またこのこ

とからいえば，教授が社債償還益とは異なる理解の仕方のもとに， (償還益とし、

う点からみるとき〕同じ償還益である株式償還益のほうのみを資本としているご

とは，むしろその論拠を失うに至るものとさえみなければならないであろう。

他方また教授は，上に減資差益について述べたのと同じように，株式償還益に

ついても，それは株主の「かつての払込資本のうち払戻されずに残る部分であ

るから， まさに払込剰余金と考えるべきものであると思う。J(152買)というよ

うにいって，その資本たることを説いているが，このような株式償還益につい
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ての教授の説明もやはり別に根拠のあるものとして解しう'ioものでないこと

は，すでに前述したところから知られるところであるロ

(3) 無償取得剰余金

1 上に述べたことと関連して，ここでなおとくにとりあげられるべきもの

として問題となるのは，さきにふれた減資差益，株式償還益，自己株式取得益

等の「過去の株主」たる「引退した株主に払戻されずに， なお会社に残留す

るj部分を，教授が払込資本(払込剰余金)の一部とし，あるいはこの種のもの

を，要するにこのように資本としていることであるロしかもこのことは，やは

り(一般にそうであると同じように)教授の場合にもなんら疑問の余地のないこと

のようにさえみられてい吾といってよいド，しかし事実はιのようにみること

をやはりけっしてそう単純には許さないはずであれそれゆえ，上のような教

授の所論・見解については，己こでなおさらにたち入ヮてみておかなければな

らない。

2 まず，上の叙述にみられるような教授のいう過去の株主目隠した株主=

いわゆる引退株主)というのは，すでにみたと亡ろから知られzように，かつて

は株主であ η たがすでに株キでな〈なった者で，それゆえ正確にし、えば， じつ

は非株宅(株主以外の者)とみるべき者である o (前述の没収剰余金を会社に残存せ

しめた者も， この没収剰余金を生ぜしめた当該株式についていえば，やはり非株主の一

種にほかならぬ者であり， したがって上にいうような非株主という点からいえば，彼ら

もこの種の者に含まれるものとみzへき者である。)ところでまた， このようにみら

れることからすれば，これらの非株主が会社に残存せしめたものは，彼らがか

つては株主として払込んだもの(したがって資本としての意味をもつもの)であっ

たとしても，彼らが非株主となることによってそれを放棄し，ひいてその結果

会社からみれば，当然やはり無償で取得したものとして考えられるべきもので

ある。またこのような意味において，それはやはり無償取得剰余金と 4ぶべき

ものということができる。(前述の没収剰余金はその一種とみるべきものである。)

あるいはそれは，すでにしばしばふれてきたところから考えられるように，



資本会計論町一批判 (2) (515) 17 

種の贈与=贈与剰余金としてとらえられるべきものともみなければならない。

さらにそれは，持分という点からいえば，過去の株主のそれが現在の株主に帰

属せしめられたもので叫， けっして後者の現在の株主がみずから払込んだもの，

であるとか，あるいはなんらかの代償をもって取得したものではなし、。しかも

かかる事実こそ，ここでは当然またその重要な特質をなすものとしてみられな

ければならないはずである。

2 しかるに教授は，上のような無償取得剰余金をも前述のようにやはりす

べて資本(払込剰余金)としてし、るのであるが，その主たる(あるいは基本的なも

のと解書れ<5)論拠はすでにみたところから知られるように，要するに上のご

とき剰余金も「もともと株主によって払込まれたーものであるとしている点に

あるといってよい(司様の趣旨のととについては，既述のもののほか， なお 104頁，

107-]日8頁参照)。 しかしこの場合教授のいう上の株主というのは前述のごとき

過去の株主=非株主にほかならなし~ それでは， このような過去の株主 z 非

株主によって払込まれたもの，ことにこの種のもので会社に残存せしめられた

もの(すなわち会社からみれば前述のような無償で取得したもの)がなぜ資本であるの

か。じつはここでもこのことこそ当然さらに間われなければならないはずであ

るが，肝腎のこうした点については，やはりなんらたち入ってみられることな

< ，むしろ不問に付されたままであるというのが事実の示すところであるとい

ってよい。しかしこれでは，この場合にも問題は回避されているにすぎず，あ

るいは当然さらにたち入っ tみるべきことが(不用意に〕放置されたままにお

かれているとさえいわなければならないであろう。

4 このととは，さらにつぎのような点からみるとき，より明瞭にされるは

ずである。便宜上いま例示をもって説明すると， たとえば 10万円を払込んだ

株主が， この 10万円はそのまま企業に維持されている状態のもとで， 前述の

14) ただし，ある会社についてみた場合，株主が権利を放棄した株式については過去の株主(引進
株キ)~非操主でありながら』抽の株式については現在の株主である者も存在する場合には，か
かる事実をさらに考慮する必要があるが， ζ こでは，こうした点についてはふれるにとどめてお
きたい。



18 (516) 第102巻第6号

ような無償取得剰余金が処分されることによりかりに 1万円分配されるとする

なら，教授の場合この 1万円は，さきにもふれたように資本の分配とみられる

ことになるのであろうが，それでは，この 1万円についてのこのような見方は

はたして成立しうるのであるかといえば，答はまず杏定的たらざるをえないは

.ずである。上の 10万円のー部が分配ぎれるならば， それは明らかに資本の分

配であるが， この 10万円はそのままにおかれてし、て， そのうえにさらに幾ば

くかのものでも分配されると Fるなら，それが資本の分配を意味するものでな

いことは， こうしたこの聞の事実そのものが示しているところである。この場

合， 前記の 10万円はいいかえれば元本として投下されたものであれしたが

ってそれにたいして分配されるものは，それがどのようにして取得されたもの

であろうと，いずれも上の元本にたいする追加分(あるし、は剰余)を煮味するも

のであるととは明らかであり，それゆえ，それはこのようなその性質からいっ

て，当然一種の利益を意味するものとしてとらえられるべきものとみなければ

ならない。また前記の 1万円がかかる種類のものであることは一見して明瞭な

はずである。しかもこのこと壱否定する根拠はなんら存在しないといわなけれ

ばならないc

ところでまた，上に述べたととろからす7れば，前述のような無償取得剰余金

を資本とみることの誤りであることはもはや異論の余地のないものとしてさえ

承認されなければならないはずである。ところが，やはり一般にみられると同

じように，教授の場合においても，このような帰結に至らざるをえないはずの

いま上に問題としてみたようなことは，はじめからなんら考えられようともし

ていないのである。しかしこれでは，この場合にも問題はやはり残されたまま

であれしかもそこにみられる考察の不備・欠陥はおおうべくもないものとし

て さえみられなければならないであろう。(未完)




